
＜報 告＞

第８次埼玉県地域保健医療計画（小児医療）について
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第８次埼玉県地域保健医療計画（小児医療）について

計画期間策定過程

◆ 小児医療部会での御審議（令和５年７月）

◆ 地域保健医療計画推進協議会での御審議（令和５年６月～令和６年１月）

◆ 県民コメントの実施（令和５年１０～１１月）

◆ 埼玉県医療審議会 中間報告（令和５年９月） 諮問・答申（令和６年１月）

埼玉県議会 議決（令和６年３月）
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小児医療の目指すべき姿について

計画期間 令和６～令和１１年度（２０２４～２０２９年度）

◆ 小児患者及び家族が安心で良質な医療を受け、自分らしく暮らしていけるよう、小児救急医療を含めて常時
小児の診療ができる体制を構築します。

◆ 子供の急な病気やけがに対する保護者の不安に対応し、救急医療機関の負担を軽減するため、小児救急
電話相談やＡＩ救急相談の周知、子供の急病等の対応等について啓発を実施し、医療機関の適正受診
を推進します。

◆ 身近な地域で夜間・休日に初期救急医療を受けられる体制の充実を図り、症状の重い小児患者には迅速
かつ適切な救命措置を行うため、小児救命救急センターをはじめとした受入体制を強化していきます。

◆ 医療的ケア児が地域で安心して生活ができるよう、医師等の医療従事者に対する研修や医療的ケア児の在
宅支援を担う人材の養成及び多職種の連携体制を構築し、小児在宅医療の推進を図ります。

目指すべき姿
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小児医療の主な取組について

計画期間

1. 急病時の対応等について健康相談・支援を実施する機能の充実

2. 初期小児救急医療及び日常的な小児医療を実施する機能
（初期小児救急・一般小児医療）の充実

3. 第二次救急医療圏において中心的に小児医療を実施する機能の充実

4. 第三次医療圏において中核的に小児医療を実施する機能の充実

5. 災害時等における小児及び小児患者への対応推進

6. 医療的ケア児への対応推進

主な取組

新

新
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小児医療の主な取組について①

計画期間
１．急病時の対応等について健康相談・支援を実施する機能の充実

２．初期小児救急医療及び日常的な小児医療を実施する機能（初期小児救急・一般小児医療）の充実

➢ 小児医療研修事業

小児科専門ではないが普段から小児患者を診ている内科医等に対して、実践的な小児救急医療の研修を実施

（R5年度）研修修了者13人

➢ 開業医による救急医療支援事業

地域の開業医が休日・夜間の外来患者を診察する協力体制を構築

（R5年度）４地区で実施 5

➢ 小児救急電話相談（＃8000）

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
118,546件 133,000件 86,775件 107,965件 115,821件 114,962件

➢ ＡＩ救急相談（小児件数）

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
6,671件 5,636件 8,704件 10,596件 11,923件

➢ 子どもの救急ミニガイドブックの作成・配布

子どもの急な病気やけがの対処方法を分かりやすく示した「子どもの救急ミニガイドブック」を作成し、市町村の生後４か月までの全戸訪問や

乳幼児健診などを通じて無償配布

（R5年度）39,010部

→ → → → →

→ → → →



小児医療の主な取組について②

計画期間
３．第二次救急医療圏において中心的に小児医療を実施する機能の充実

➢ 輪番（小児救急医療支援事業）・拠点病院（小児救急医療拠点病院運営事業）

（H30年度）14地区で輪番又は拠点病院による体制整備、うち12地区が全曜日で実施

→（R6年度）14地区で輪番又は拠点病院による体制整備、うち13地区が全曜日で実施

➢ 搬送困難事案受入医療機関支援事業

緊急又は重症の疑いがあると救急隊が判断した患者が２回以上受入れを断られた場合等に、原則として受け入れる医療機関の整備

（R2年度）小児に特化した搬送困難事案受入医療機関を指定

➢ 救急医療情報システムの機能強化

医療機関と消防機関との相互連携のため、救急医療情報システムを活用

→医療機関が入力した応需情報を消防機関が閲覧し搬送先を選定することで、スムーズな搬送が実現

・タブレット端末活用 (H26.4～) ・スマホ機能導入 （H29.3～）

・転院支援メニューの導入（R2.4～） ・一斉照会機能の導入（R5.1～）

・動画・画像、チャット送信機能の導入（R7～実装予定）
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小児医療の主な取組について③

計画期間
４．第三次医療圏において中核的に小児医療を実施する機能の充実

（参考）

◼ 小児救命救急センターの指定状況

・ 埼玉医科大学総合医療センター(H28.3月指定） ・ 県立小児医療センター（H29.1月指定）

◼ 総合周産期母子医療センターの指定状況

・ 埼玉医科大学総合医療センター(H8.11月指定） ・ さいたま赤十字病院・県立小児医療センター（H29.1月指定）
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➢ 小児救命救急センター運営事業

重篤な小児救急患者に医療を提供する小児救命救急センターの運営に係る経費を補助

➢ 周産期母子医療センター運営事業

ハイリスク新生児などに高度な医療を提供する総合周産期母子医療センターの運営に係る経費を補助

➢ 小児集中治療室設備整備事業

小児患者の適切な医療の確保のため、小児集中治療室として必要な医療機器等の購入を補助

➢ 小児集中治療室医療従事者研修事業

小児の集中治療に係る専門的な実地研修により、小児集中治療室で従事する小児の救命救急医療及び集中治療を担う医師等を養成

➢ ドクターヘリの運航状況(H19.10～) 

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

632件（うち小児50件） 471件（うち小児41件） 435件（うち小児35件） 420件（うち小児37件） 457件（うち小児41件） 409件（うち小児57件）
→ → → →→



小児医療の主な取組について④

計画期間
５．災害時等における小児及び小児患者への対応推進

➢ 災害時小児周産期医療体制等整備事業

災害時に小児及び小児患者に適切な医療が提供できるよう災害時小児周産期リエゾンを養成し、平時より訓練を実施

災害時には、県からの要請に応じて、保健医療調整本部などに参集し、小児・周産期医療に係る情報収集や搬送調整などを行う

（R6.4）災害時小児周産期リエゾン 22名（本部）

新

（出典）
埼玉県保健医療部医療整備課
「埼玉県災害時医療救護基本計画」 8

■災害時小児周産期リエゾンの役割



小児医療の主な取組について⑤

計画期間
６．医療的ケア児への対応推進

➢ 地域療育支援施設運営事業

NICU等に長期入院している小児が、家族とともに在宅で生活していくために必要な知識及び技術を保護者が習得するためのトレーニング等を

行う地域療育施設の運営費を補助

➢ 日中一時支援事業（レスパイト入院）

NICU等に長期入院していた小児の在宅移行後、家族の介護等による負担を軽減するため、小児の定期的な医学管理及び一時的な受

入れの体制を整備している医療機関に対して必要な経費を補助

➢ 小児在宅医療推進事業

医師・看護師・介護職員等に対し、小児在宅医療を行うために必要な研修を実施し、担い手育成を行う。また、県医師会や周産期医療施

設、在宅医等の関係者による協議を行うための会議を開催

➢ 在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業

在宅で訪問診療を受けながら療養している患者（医療的ケア児含む）が使用する人工呼吸器が長期停電時においても稼働できるよう、医

療機関において、停電時に備えて患者に貸し出せる簡易自家発電装置等を整備するための経費の一部を支援

新
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小児医療の指標について

指標１ 小児救急搬送で４回以上の受入照会を行った割合

現状値 ２．８％
（令和３年（2021年））

目標値 ２．０％
（令和11年（2029年））

※最新値（令和５年（2023年）） ３．４％（速報値）

指標２ 夜間や休日も小児救急患者に対応できる第二次救急医療圏の割合

現状値 ９２．９％
（令和４年度末（2022年度末））

目標値 １００％
（令和11年度末（2029年度末））

※最新値（令和５年度末（2023年度末））９２．９％
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＜参考資料＞

小児医療を取り巻く状況について
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埼玉県の小児医療を取り巻く状況①

計画期間
１．本県の小児人口（０～１４歳）の見通し

• 令和６年１月１日現在、本県の小児人口は、844,335人（前年比 ▲16,154人）
• 今後、小児人口は、ますます減少することが予想されている。

出典：埼玉県総務部統計課「町（丁）字別人口調査令和6年1月1日現在結果報告」
埼玉県保健医療部保健医療政策課「埼玉県地域保健医療計画」
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埼玉県の小児医療を取り巻く状況②

計画期間
２．本県の乳児・新生児死亡の状況

• 本県の出生千人当たりの乳児死亡率は１．５人（全国１．８人）、新生児死亡率は０．６人（全国０．８人）
• 乳児及び新生児死亡率の年次推移をみると、長期的には低下傾向にある。

出典：埼玉県保健医療部保健医療政策課「令和４年埼玉県の人口動態概況（確定数）」
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埼玉県の小児医療を取り巻く状況③

計画期間
３．本県の小児科標榜医療機関数の推移

• 本県で小児科を標榜している病院・診療所数は減少している。
• うち、小児の訪問診療を実施している医療機関数は、２０施設となっている。（令和６年４月現在・医療整備課調べ）

資料：埼玉県保健医療部保健医療政策課「埼玉県保健統計年報」

S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H28 H29 H30 R1 R2

診療所 561 713 799 929 978 1,084 1,115 1,156 1,231 1,200 1,130 1,049 1,050 1,014 1,007 1,004 973

病院 39 55 78 99 124 172 192 183 167 138 127 118 115 115 115 112 112
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埼玉県の小児科を標榜する病院数・診療所数の年次推移
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埼玉県の小児医療を取り巻く状況④

計画期間
４．本県の医療的ケア児の推移

• 本県の医療的ケア児は、８６０人である。（令和５年４月１日時点）
• 全国の医療的ケア児（在宅）は、約２万人（推計）で増加傾向にある。
• 医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、ＮＩＣＵ等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの
吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のことである。

資料：こども家庭庁「医療的ケア児について」
埼玉県福祉部障害者支援課 「在宅障害児・者状況調査」
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埼玉県内の医療的ケア児数の推移 （単位：人）
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埼玉県の小児医療を取り巻く状況⑤

計画期間
５．本県の年齢区分別搬送人員について

• 令和４年の新生児・乳幼児・少年搬送人員は、
33,466人であり、全体の約１割である。

• 新生児の搬送人員では、中等症の割合が高い。
（構成比：79.1％）

• 他方、乳幼児・少年の多くは、軽症である。
（構成比：乳幼児 80.9％／少年 79.7％）

出典：埼玉県危機管理防災部消防課「令和４年消防年報」

※少年：「満７歳以上満18歳未満の者」
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